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鬼怒川大水害国家賠償請求訴訟に関する意見書 

 

２０２１年９月２０日 

石 崎 勝 義 

 

第１ はじめに 

私の主な経歴は、本意見書末尾記載のとおりです。 

私は、長年、建設省の技官として治水工事や河川行政に関与してきました。 

私は、今回、鬼怒川大水害国家賠償請求訴訟の原告の皆さんから意見を求められ

ましたので、私の経験と専門的な観点から、意見を述べます。 

 本件訴訟の準備書面や証拠については、すべて目を通しました。また、鬼怒川下

流部の状況や周囲の地形についても、現地確認しました。 

 

 原告の主張は、原告ら準備書面（８）及び（９）に集約されています。 

原告は、 

１  上三坂地区の堤防整備を他の箇所の堤防整備よりも後回しにした改修計画と

その実施は格別不合理であり、河川管理の瑕疵であること 

２ 若宮戸地区において堤防の役割を果たしていた砂丘林を河川区域に指定し、そ

の堤防としての役割を損なうことがないようにすることを怠ったことは、河川管

理の瑕疵であること 

３ 仮に、国が、本件砂丘を堤防としては扱っていなかったというのであれば、若

宮戸地区は、鬼怒川左岸において、際立って堤防高（無堤部においては河川区域

内の地盤高）が低い場所であることになるにもかかわらず、無堤防状態のまま放

置されたことは、河川管理の瑕疵であること 

の３点を主張しています。 

これらに関しては、私も同意見です。 

以下、この３点について、私の経験と専門的な観点から、意見を述べます。 

なお、図表については、基本的に原告ら準備書面（８）及び（９）の図表を用い

ることとし、念のため、本意見書にもすべての図を添付します。 
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第２ 上三坂地区について 

１ 現況堤防高を第一に考慮しなければならないこと 

(1) 原告らは、河川改修計画の策定（及びその実施）においては、現況堤防高を第

一に考慮しなければならない、と主張しております（原告ら準備書面（８）９頁

～１４頁）。この内容は、河川管理を行う上で極めて重要な内容ですが、国の河

川管理の実務においてはやや軽視されている点ではないかと思います。 

(2) 原告は、まず、現況堤防高は、堤防整備の順序を決める上で、最も基本的な事

項であり、第一に考慮しなければならない事項であると主張し、その理由として、

洪水位が現況堤防高を超えた場合は必ず越水するのであり、堤防決壊の最大の要

因はこの越水であることをあげています。これは、全くそのとおりです。 

  この点に関しては、1967(昭和 42)年の新潟県加治川水害を踏まえて、土木研究

所所長であった福岡正巳氏が、越水しても堤防が容易には壊れないように工夫で

きないかと考え、堤防の裏法（うらのり）を保護する工法を、すでに 1970(昭和

45)年に提案していました。これを嚆矢として、土木研究所では耐越水堤防（越水

しても容易に破堤しない堤防）の研究を進め、いくつかの河川では施工されて実

績をあげました。しかし、2002（平成 12）年以降、堤防強化は凍結されてしまい

ました。この経緯については、岩波「科学」の 2019 年 12 月号に「堤防をめぐる

不都合な真実」という論考を書いていますので、そちらを参照ください。 

(3) 原告が指摘しているとおり、堤防の高さは、河川管理施設構造令 20 条 1 項に

より、計画高水位に計画余裕高（鬼怒川においては、1.5ｍ）を加えた値以上とす

るとされていますが、これは河川整備後の余裕高であって、河川整備途上の河川

の場合には、現況の余裕高（現況堤防高（現況地盤高）－計画高水位）は一様で

はなく、場所によってまちまちです。ですから、洪水時、河川水位があがってき

た場合には、もっとも余裕高が小さいところから越水します。 

(4) 原告は、このことを説明するために「ドベネックの桶」を引用していますが、

これはまさに河川の特徴と、河川管理のあるべき姿を理解するのに、もっとも適

切な例だと思います。 
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「ドベネックの桶」は、側板の高さが一様ではありません。この「ドベネックの

桶」に水を入れると、もっとも低いところまでしか水はためられず、さらに水を入

れるとこぼれてしまいます。そして、この最も低いところをそのままにしたまま、

他の箇所の高さを上げたとしても、水桶に入れることのできる水は、やはり最も低

い箇所の高さまでしか容れられないことには変わりがありません。 

これに対して、高さの最も低い側板を所定の天端高のものに取り替えると、次に

低いものの高さまで水が入れられるようになります。 

(5) 堤防整備も全く同じことで、河川整備途上の河川の場合、現況の余裕高（現況

堤防高（現況地盤高）－計画高水位）は一様ではなく場所によってまちまちで、

洪水時、河川水位があがってきた場合には、もっとも余裕高が小さいところから

越水します。 

  このもっとも余裕高が小さいところをそのままにしたまま、他の箇所の堤防の

高さを上げたとしても、やはり、同じところから越水することに変わりがありま

せん。これでは、せっかく堤防整備を行っても、河川全体の安全度は上がりませ

ん。 

  これに対して、もっとも余裕高が小さいところについて堤防整備をすれば、こ

こから越水することはなくなります。堤防整備にはどうしても一定の時間がかか

りますが、これを繰り返すことによって、河川全体の安全度が向上するのです。 

(6) 実際に、国は、その管理する河川において、数年に一度の割合で、定期的に堤

防の測量を行っています。鬼怒川においても、1998、2001、2004、2008、2011、

2015 年度に測量が行われていることを確認しました（甲 14～16、甲 37～39）。 

このように数年に一度の定期的な堤防の測量が行われているのは、この間で河
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川改修が一定程度進捗して変化することもありますが、それ以上に、河川改修を

行わなかった箇所も、地盤沈下などで一定程度変化するからです。 

そこで、こうした定期的な測量を行うことによって、より現況余裕高が小さく

て、現況堤防高が小さく流下能力が小さい箇所から堤防整備を行う必要性を認識

できるようになります。 

(7) ただ、実際に、頻繁に堤防整備の順番を見直しができているかどうかは、残念

ながら、各河川を管理する河川管理事務所によって、区々であることは否定でき

ません。 

  各河川管理事務所に対する予算付けは、その時のさまざまな事情によって変化

しますし、誰が河川管理事務所の所長になるかによっても、異なってきます。か

つては、地元選出の政治家から地元の有力者がある部分の堤防整備を優先して行

って欲しいと陳情しているというようなことがあると、かならずしも、他の箇所

との相対的な関係で、必要性が必ずしも高くないにもかかわらず、その部分の堤

防が優先的に整備されるといったような不適切な事例もあったようです。しかし、

それは本来あってはならないことです。 

(8) 以上のとおり、堤防整備の順番は、原告が主張するように、より現況余裕高が

小さく治水安全度の小さい箇所から順に堤防整備を行って段階的に安全性を高め

ていくよう計画を立てて実施していくべきであり、このような堤防整備を順次繰

り返す整備を行うことによって、河川全体の流下能力が段階的に高まるのです。 

  この点において、原告の主張するところは、全くそのとおりと考えます。 

 

２ 堤防の整備の順序について 

(1) 原告は、鬼怒川下流部の堤防の測量結果から、現況の余裕高（現況堤防高（現

況地盤高）－計画高水位）をグラフ化しています（原告準備書面（８）の図１～

図４）。 

  この測量結果は、国が行ったものに基づいていますので、この点では、国にも

異論はないはずです。 

  原告は、 

ア 2001 年度～2008 年度 

イ 2009 年度～2011 年度 
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ウ 2012 年度以降 

の３段階に区切って、それぞれの段階の現況余裕高と堤防整備の時期・順序の関係

を検討し、計画されて実施された堤防整備の時期・順序が合理的なものであったか

を考察していますが、この方法も妥当な手法だと思います。 

 

(2) ２００１年度時点について（原告準備書面（８）15 頁～21 頁） 

 原告は、2001 年度時点での現況の余裕高（現況堤防高（現況地盤高）－計画高水

位）のグラフ（原告準備書面（８）の図１）から、もっとも余裕高が小さい箇所を、

以下の７か所としています（同 15 頁～21 頁）。これは、グラフをみれば、誰でも

理解できる単純な指摘です。 

ア 右岸（図１（１）） 7km 付近、17km 付近、23.5km 付近 

イ 左岸（図１（２）） 10.5km 付近、17.25km 付近、18.5km 付近、20～21km 付近 

 先に述べたとおり、堤防整備の順番は、より現況余裕高が小さく治水安全度の小

さい箇所から順に堤防整備を行って段階的に安全性を高めていくよう計画を立てて

実施していくべきであり、このような堤防整備を順次繰り返す整備を行うことによ

って、河川全体の流下能力が段階的に高まるのですから、これらの箇所が優先して

整備されなければならないとする原告の指摘は、そのとおりだと思います。 

 また、原告が指摘するとおり、鬼怒川下流部の地形は右岸側は台地になっている

のに対して、左岸は小貝川に挟まれたお盆状の後背湿地ですから、左岸が破堤した

場合は、広大な面積に水害被害が生じます。これは河川の専門家でなくても、誰で

も常識的に分かることです。したがって、現況余裕高に差が無いのであれば、右岸

よりも左岸が優先されるべきであることも、原告が指摘するとおりです。 

 さらに、原告は、 

左岸⑤ 16.5km～18km  （最小余裕高 0.6ｍ） 

左岸⑥ 18km～19km   （最小余裕高 0.7ｍ） 

左岸⑦ 19.5km～21.5km （最小余裕高 0.4ｍ） 

について、余裕高が小さい箇所が連続している、と指摘しています。これも、グラ

フをみれば、誰でも理解できます。 

 したがって、まずは、この部分の整備が優先されるべきです。 
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(3) 2008 年度まで（原告準備書面（８）21 頁～24 頁） 

 図２には、2008 年度までの用地買収区間と堤防整備区間が記載され、2008 年の堤

防測量結果に基づく現況の余裕高が加筆されていますが、これらも、すべて、国が

開示したデータですから、国にも異論はないはずです。 

 そして、原告は、これらのデータを綿密に分析して、左岸で、7.5km～10km、11.25km

～12km 付近、14.5km 付近、19～19.5km 付近の４か所で堤防整備がなされているの

に、それよりも余裕高が小さい左岸⑦19.5～21.5km（最小余裕高 0.4ｍ～0.5ｍ）が

堤防整備がなされていないことは、堤防整備計画及びその実施が格別不合理だとし

ています。 

 さらに、18.5km 付近～21.5km 付近では、2005 年度に詳細な測量が実施されてお

り、これによれば、距離標で約 20．98km では、現況堤防高はＹ.Ｐ．20.88ｍで、計

画高水位は、Ｙ.Ｐ.20.824ｍで、その差はわずか 6 ㎝（0.06ｍ）しかなく、余裕高

が殆どないことが分っていたようです（甲 34 号証の 11 頁の測点№112、図６）。 

 この点からも、同区間の整備が優先されるべきであったとの原告の主張は、ます

ますもっともだと思います。 

 

(4) 2011 年度まで（原告準備書面（８）24 頁～27 頁） 

 図３には、2011 年度までの用地買収区間と堤防整備区間が加筆され、2011 年の堤

防測量結果に基づく現況の余裕高が加筆されています。これらも、すべて、国が開

示したデータですから、国にも異論はないはずです。 

 現況堤防高のグラフの余裕高は年々小さくなっている箇所は、地盤沈下によるも

ので間違いありません。 

 原告は、詳細な分析から、優先度が高い左岸⑦19.5km～21.5km の整備がされず、

それよりも優先度の低い右岸②16.5km～18km が整備されているのは、堤防整備の計

画及びその実施が格別不合理だと主張しています、これも、原告の主張に同意しま

す。 

 

(5) 2012 年度以降（原告準備書面（８）27 頁～30 頁） 

 図４には、2012 年度以降の用地買収区間と堤防整備区間が加筆され、2015 年の堤

防測量結果に基づく現況の余裕高が加筆されています。これらも、すべて、国が開
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示したデータですから、国にも異論はないはずです。 

ここで、原告は、より詳細な 2011 年の測量結果を分析して（甲 32）、左岸 21 ㎞

付近で、現況堤防高が計画高水位をすでに下回っている箇所が、約 20.98 ㎞（Ｙ.

Ｐ.20.75ｍ）と約 21.04 ㎞（Ｙ.Ｐ.20.80ｍ）の２か所あったことを突き止めていま

す（図７）。 

（なお、原告準備書面（８）28 頁では、「21.47 ㎞（Ｙ.Ｐ.20.80ｍ）」となって

いますが、甲 32 や図７からして、21.04 ㎞（Ｙ.Ｐ.20.80ｍ）の誤記だと思います）。 

現況堤防高が計画高水位を下回っている箇所は、鬼怒川下流ではほかにはありま

せん。このことは、同箇所については、最優先で堤防整備を行わなければならない

ことを意味しています。 

原告は、加えて、左岸 21 ㎞付近の堤防は、堤防天端の高さが均一ではなく、横断

方向に低くなっていると指摘しています（図９）。これらも、すべて、国が開示し

たデータですから、国にも異論はないはずです。 

結局、左岸 21 ㎞付近の現況堤防高は、連続的に計画高水位を下回っていました。

現に、2015 年の本件洪水で、この部分から越水してしまいましたが、これは、当然

のことでした。 

原告は、左岸⑦19.5～21.5km は、現況余裕高が最も小さく、最も堤防整備が優先

されるべき区間であり、用地買収も 2011 年度までには終了していたにもかかわら

ず、この部分の堤防整備を行わず、他の箇所（右岸 13km～14.5km 及び右岸 15km～

16.5km など）の堤防整備を行ったのは、堤防整備の計画及びその実施が格別不合理

だと主張していますが、これも、原告の主張に同意します。 

 

３ 国が主張するスライドダウン堤防高について 

(1) 国は、スライドダウンを用いた方法により治水安全度を算出して、これに従っ

て堤防整備を行ってきたと主張しているようです。 

   しかし、スライドダウンを用いた評価流下能力では、越水による堤防決壊の

危険性の判断ができません。 

(2) スライドダウン堤防高とは、現況堤防の幅が計画堤防の幅に達していない場

合に現況堤防の有効高さを評価する方法です。スライドダウン堤防高を図示した

ものは、原告準備書面（８）図１１のとおりです。図１１の①では、現況堤防断
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面と計画堤防断面を重ねてみて、現況堤防の幅に不足があることが分ります。そ

こで、②では、計画堤防断面を現況堤防断面の内側に収まるまで天端高が下げら

れています。このような手法で、現況堤防断面の天端高を仮想的に切り下げた評

価がスライドダウン堤防高です。 

(3) 堤防の断面幅が大きくなると、河川から堤体への浸透水が裏法に達する時間

が長くなるため、河川浸透水による堤防損傷の防止に効果があります。 

  しかし、国が主張しているように、鬼怒川下流部においては、昭和４０年代ま

でに主要な区間における流下能力の確保について一定のめどがついています。こ

れは、堤防高だけでなく必要な堤防幅も満たしていたということです。 

   その後、１９７３年（昭和４８年）に、基準地点石井における計画高水流量

を毎秒４０００立方メートルから毎秒６２００立方メートルに増加させたことに

より、必要される堤防断面が大きくなったことにより、再び、堤防整備が進めら

れてきたのです。 

(4) この経過からも明らかなとおり、まず必要な措置は、計画高水流量を安全に

流せるようにするための堤防整備であり、それには、現況堤防高が低い箇所から

順番に堤防整備を行うことが必要です。そして、それによって、同時に堤防幅も

確保できるのですから、これで十分です。 

(5) 原告準備書面（８）の図１４（右岸）及び図１７（左岸）の上の図は、平成

２３年年度事業評価の鬼怒川流下能力図（水色がスライドダウン）と、「最大流

下能力」（青実線、現状堤防高さに基づく）を重ね合わせています。 

  「最大流下能力」が実際に洪水の堤防越水が生じる直前の流下能力であるのに

対して、スライドダウン評価による流下能力は、洪水の堤防越水が生じることが

絶対にないもので、著しく過少評価であり、場所によっては、毎秒２０００トン

以上もの過少評価となっています。 

以上のとおり、スライドダウン評価流下能力は、堤防の高さに係わる流下能力

についての安全度の評価にも役に立たないものであり、堤防整備（築堤）事業に

おいて、堤防整備の時期・順序を判断するのには使えません。 

 

第３ 若宮戸について 

１ 「いわゆる自然堤防」は「山付堤」でことについて 
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原告らが準備書面（９）の図４で「いわゆる自然堤防」として黄土色に塗られて

いる部分は、図５のとおり、上流は２６．０km で、下流は２４．５km でそれぞれ堤

防接続している連続した砂丘林であり、まさに、河川法６条１項３号、河川法施行

令１条１項にいう、「① 地形上堤防が設置されているのと同様の状況を呈してい

る土地のうち、堤防に隣接する土地」であり、いわゆる「山付堤」です。 

この点は、国も、２０１１年度の鬼怒川直轄河川改修事業（甲７）において、若

宮戸地区を山付堤として扱っています（図６、甲７の事業の必要性の事業の進捗状

況（４頁））。 

また、国は、若宮戸地区についての、「過去の測量結果」の範囲には河川区域外

である「いわゆる自然堤防」の部分も含まれていることも認めています。 

したがって、国が、この部分を、山付堤として扱っていたことは、明白ではない

かと思います。 

だとすると、若宮戸地区において堤防の役割を果たしていた砂丘林を河川区域に

指定し、その堤防としての役割を損なうことがないようにすることを怠ったとする

原告の主張は、全くそのとおりであると思います。 

 

２ 国の主張について 

これに対して、国は、「本件砂丘が堤防としての役割を果たしていた事実はなく、

被告は若宮戸地区について堤防整備を計画していた」と主張しているようです。 

しかし、そうすると、若宮戸地区の２４．５㎞付近～２６㎞付近の約１．５km は、

堤防がないという状態が長年放置されてきたことになってしまいます。 

そして、若宮戸地区の河川区域内の横断図における最高地盤高は、原告準備書面

（９）の図８によれば、赤実線のとおりであり、場所によっては、計画高水位を、

２ｍ以上も下回っています。このような危険な箇所は、鬼怒川下流（６km 地点～３

０km 地点）では、ほかにはありません（図９）。 

したがって、この国の主張を前提とすると、若宮戸地区の堤防整備を放置し、そ

れより優先度の高くない他の地区の堤防整備を優先させたことは、格別不合理なも

のと言われるのは当然だと思います。 

以上 
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 石崎 勝義（いしざき かつよし） 

 

１９６２―‘９１(２９年間) 

建設省  

   防災分野（河川・地震など） 

土木研究所 水文研究室長 

 木曽川下流工事事務所長 

本省河川局 災害対策調査室長 

土木研究所 （企画部長・研究調整官・次長） 

 

１９９１－‘９７ 

（財）国土開発技術研究センター、（株）建設環境研究所、（株）戸田建設 

 

１９９７―‘０４ 

長崎大学環境科学部 教授 

２００４―‘０６ 

早稲田大学 総合研究機構 持続的未来技術研究所客員教授（常任） 

２００９－‘１４ 

 首都大学東京 非常勤講師 
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図５ Ｈ26⿁怒川浸水想定区域検討業務報告書（甲27）2-36頁）原告準備書面(8)



図６ ⿁怒川左岸18.5～21.2㎞付近の堤防高（訴状図１１の再掲）

図１１ 上三坂21㎞付近の堤防高縦断図（２００５年度）
（国土交通省の２０１６年１月１５日開示資料（甲３４）等から作成）

原告準備書面(8)



図７ ⿁怒川左岸21㎞付近の堤防高と水位
出典：関東地方整備局「平成23年度⿁怒川堤防高縦断表」）（甲３２号証）
「⿁怒川堤防関連データ（平成27年度）（甲１５号証）
「⿁怒川痕跡調査結果表（Ｈ27.9.9出水)」（甲３３号証））

原告準備書面(8)



図８ 2015年9月洪水前の堤防状況（甲３ 第1回⿁怒川堤防調査委員会資料19頁）原告準備書面(8)



図９ ⿁怒川２１㎞地点の左岸堤防の横断図（２０１１年）（甲４０号証、甲１５号証、甲３３号証から作成）
原告準備書面(8)



図１０ 2015年9月洪水前の堤防状況（甲３ 第1回⿁怒川堤防調査委員会資料20頁）原告準備書面(8)



高さは足りているが、
幅が足りない。

十分な幅を確保するため
に堤防高を低く設定。

①

②

スライドダウン堤防で
安全に流下させること
ができる水位

天端からの高さに応じた計画幅を
確保するために堤防高を低く設定

図１１ スライドダウン堤防高の説明図原告準備書面(8)



③ 別紙３（乙７２の３）
堤防整備概要図の下段

（平成２４年以降の整備）
右岸

②平成23年度事業再
評価（乙７３の１）
表２事業再評価時点の
⿁怒川治水安全度
５頁

右岸

①平成23年度事業再
評価（乙７３の１）
図１⿁怒川流下能力図
（右岸）３頁

図１２原告準備書面(8)



④平成23年度事業再評価
70頁右岸流下能力図

（甲４１）

図１３原告準備書面(8)



右岸

図１４

③ 別紙３（乙７２の３）
堤防整備概要図の下段

（平成２４年以降の整備）
右岸

④平成23年度事業再
評価（甲４１）
70頁右岸流下能力図

①平成23年度事業再
評価（乙７３の１）
図１⿁怒川流下能力
図（右岸）３頁

②平成23年度事業再評
価（乙７３の１）
表２事業再評価時点の
⿁怒川治水安全度
５頁

原告準備書面(8)



左岸

図１５

①平成23年度事業再
評価（乙７３の１）
図１⿁怒川流下能力図
左岸）３頁

比較のため原図を反転

②平成23年度事業再評
価（乙７３の１）
表２事業再評価時点の
⿁怒川治水安全度
５頁

③ 別紙３（乙７２の３）
堤防整備概要図の下段

（平成２４年以降の整備）
左岸

原告準備書面(8)



図１６

④平成23年度事業再評価
68頁左岸流下能力図
（甲４１）

原告準備書面(8)



左岸

図１７ ①平成23年度事業再
評価（乙７３の１）
図１⿁怒川流下能力図
左岸）３頁

比較のため原図を反転

②平成23年度事業再評
価（乙７３の１）
表２事業再評価時点の
⿁怒川治水安全度
５頁

③ 別紙３（乙７２の３）
堤防整備概要図の下段

（平成２４年以降の整備）
右岸

④平成23年度事業再評価
68頁左岸流下能力図
（甲４１）

原告準備書面(8)



図１８ 鬼怒川下流部右岸 （2011年度事業再評価根拠資料（甲41））
現況堤防高及びスライドダウン堤防高－1.5ｍ

原告準備書面(8)



図１９ 鬼怒川下流部左岸 （2011年度事業再評価根拠資料（甲41））
現況堤防高及びスライドダウン堤防高－1.5ｍ

原告準備書面(8)



24

図１ 河川区域の典型例 （甲３０「よくわかる河川法」１７頁） 河川法６条１項
原告準備書面(9)



図２ 堤外の土地に類する土地 （甲３０「よくわかる河川法」２１頁） 河川法施行令１条原告準備書面(9)



図３若宮戸地区(乙６の２）原告準備書面(9)



若宮戸地区
⿁怒川：左岸２５.５ｋ】平面図３に
加筆

図４ 『実態的に堤防のような役割を果たしている地形の調査結果について』＜直轄管理区間＞』（甲１７）
原告準備書面(9)



28
河川境界

図５

図３と図４の位置
関係を示すため，
⿁怒川：左岸２５.
５ｋ】平面図２に
重ね合わせた。

河川区域の範囲は
砂丘林より低水路
側にあって，砂丘
林のあるところは
完全に河川区域か
ら外れている。

原告準備書面(9)



図６ ２０１１年度の⿁怒川直轄河川改修事業 甲７原告準備書面(9)
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図７

（甲１４，１５，
１６「２００１
年度，２０１１
年度，２０１５
年度の鬼怒川測
量結果」）」

原告準備書面(9)
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図８原告準備書面(9)
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図９原告準備書面(9)



「⿁怒川直轄河川改修
事業」（甲８）

２０１４年時点における「若
宮戸地区」と「上三坂地区」の
改修計画の内容

33

図１０
Ｈ26⿁怒川浸水想定区域
検討業務報告書（甲４２）
図３ʷ３ʷ２１

原告準備書面(9)



図１１ ２０１１年度の⿁怒川直轄河川改修事業 甲７原告準備書面(9)



図１２ ２０１２年３月⿁怒川河川維持管理計画（１６頁）（甲３１）原告準備書面(9)


